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公   表 
消防法（昭和23年法律第186号）第16条の６第１項の規定により、危険物の除去を命じ、同条

第２項の規定において準用する同法第11条の５第４項及び静岡市火災予防等違反処理規程（平

成15年静岡市消防本部訓令第15号）第11条第１項の規定により公告をした要旨は、下記のとお

りである。 

  令和６年11月27日 

静岡市長 難 波 喬 司 

                   記 

１ 公告した日 

  令和６年 11月 21日 

２ 消防対象物 

所在地 静岡市葵区新伝馬一丁目３番 33号 

名 称 株式会社マイスター技研 

３ 命令を受けた者 

住 所 静岡市葵区新伝馬一丁目３番 33号 

氏 名 株式会社マイスター技研 代表取締役 山内 博美 

４ 命令事項 

  上記消防対象物内で貯蔵している指定数量以上の危険物を直ちに除去すること。 
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